
福島市農業委員会
単 位 標 準 額（円）

１日当り 8,320
１時間当り 1,040
１時間当り 1,500
１日当り 16,160
１時間当り 2,020
１時間当り 1,660
１時間当り 1,060

（注）１．作業時間は１日実働８時間を標準としています。　　２．賄いは含みません。

※ 令和８年度中に最低賃金が変更され、設定した農作業賃金標準額が最低賃金を下回る場合には、最低賃金

以上の額に読み替えるようお願いいたします。

消費税抜き 消費税込み

１０ａ当り 11,580 12,738
１０ａ当り 8,530 9,383
１０ａ当り 9,910 10,901
１ｍ当り 80 88
１０ａ当り 10,150 11,165 荒代及び植代ならしまで

１０ａ当り 8,320 9,152

玄米３０㎏当り 1,100 1,210
玄米３０㎏当り 700 770

１０ａ当り 1,000 1,100
１０ａ当り 3,680 4,048
１００ℓ当り 1,270 1,397
１０ａ当り 1,360 1,496
１０ａ当り 4,050 4,455
１０ａ当り 2,000 2,200
１０ａ当り 2,500 2,750

（注）１．ほ場条件は、基盤整備後の平坦地の乾田を基準としていますので、ほ場条件(湿地、傾斜、点在田、土質、

　 　　遠距離地、倒伏田、農道の状況など）に差異がある場合は、当事者間で調整してください。

果樹せん定

一般作業 水田・畑・養蚕・果樹・袋かけ等の一般作業

刈取りから乾燥・調整（もみすり）まで
わら結束の場合、２，０００円増し
（結束ひも込み）

刈払機、燃料込み(畦畔・樹園地含む）
※荒地は別途協議

運転のみ
※他の機械オペレーターも準じる

オペレーター　※

水
田
作
業

田植機による田植

草刈作業 法面含む・機械、燃料込み

３．労働能力に差異（年齢・経験など）があり、勘案する必要がある場合は、当事者間で調整してください。

補助者

この標準額表は、標準的な金額を定めたものです。受委託にあたり、目安としてご利用ください。

令和８年度　農作業賃金・農作業料金標準額

【農作業賃金】
作　　業　　名 摘　　　　　要

330

【農作業料金】

乾燥・調整（もみすり）

未
整
理
地
区
の
場
合
　
％
増
し

畦ぬり

作　　業　　名 単 位
標 準 額（円）

摘　　　　　要

33,000

363

36,300

施
肥

動力散布機

薬剤は委託者負担
ハイクリブーム

無人ヘリコプター

ブロードキャスター

防
除

散布のみ

ドローン

草刈作業

薬
剤
散
布

スピードスプレーヤーによる散布 薬剤は委託者負担、燃料込み

色彩選別 玄米３０㎏当り
１，２００ｋｇ（４０袋）以下の場合は当事者間
で調整

代かき

コンバイン １０ａ当り

耕
起

ロータリー耕

プラウ耕

調整（もみすり） １，２００ｋｇ（４０袋）以下の場合２０％増し

マニアスプレッター

30


